
（改正後・全文）

伊勢市地域密着型サービス事業の区域外指定等に関する指針 

 

１．目的 

　　この指針は、伊勢市（以下「本市」という。）において、地域密着型サービス事業者の区

域外指定に関する取扱い方針を定め、同意過程の透明性および公平性を確保するとともに、

地域密着型サービスの趣旨に即したサービス提供の円滑な実施に資することを目的とする。　 

 

２．同意指定の判断基準 

同意要件は次のとおりとする。 

（１）日常生活圏として認められるもの 

（２）家族・親戚等又は後見人が住む地域の事業者を利用するもの 

（３）同一事業者（敷地内）の他のサービスを利用しているもの 

（４）虐待等の理由によるもの 

（５）厚生労働省よりの通知等により可能であると判断できるもの 

（６）３．（１）カ、キ及びクについては、利用申込日において同一のサービスを提供する 

　　伊勢市内の事業所が定員等により受入れが困難であること。 

（７）その他本市が認めるもの 

 

３．他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の指定要件 

　　（本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用したいとき） 

　（１）指定の同意を求める事業 

　　ア．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

　　イ．夜間対応型訪問介護 

　　ウ．地域密着型通所介護 

　　エ．（介護予防）認知症対応型通所介護 

　　オ．（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

　　カ．（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

　　キ．地域密着型特定施設入居者生活介護 

　　ク．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　ケ．看護小規模多機能型居宅介護 

（２）指定申請等 

ア．指定に必要な書類は、介護保険法施行規則（平成 11年 3 月 31 日厚生省令第 36 号）

第 133 条第４項に規定する厚生労働大臣が定める様式及びその他必要とされる書類の

提出をもって行う。 

イ．指定については、被保険者ごとに行うため、前項で定める書類の他に、利用者届(様

式１)を添えること。 

ウ．既に指定を受けている事業者であっても、他の本市被保険者の利用等を必要とする

場合は、利用者届を提出しなければならない。 

エ．利用者届を行った利用者が利用を終了した場合は、速やかに利用者登録終了届（様
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式４）を提出するものとする。 

オ．その他、変更及び廃止等については、上記規則のとおりとする。 

　（３）指定申請者 

指定申請者は、指定申請日において、既に所在地の他市町村により、地域密着型サー

ビス事業所の指定を受けており（又は、受ける予定）かつ、本市被保険者がサービスを

利用している（又は利用を予定している）事業所を運営する法人とする。 

 （４）指定申請についての審査等 

ア．指定申請については、事業者提出の「指定申請書」及び「利用者届」に基づき審査

を行う。 

イ．本市は、指定が必要な事業者で同意要件に該当している場合には、同意依頼書（様

式２）により他市町村に対して同意依頼をし、他市町村より同意書の提出を求める。 

ウ．既に本市の指定を受けている事業者については、「利用者届」により審査を行い、利

用者届により利用承認を行う。 

　　エ．他市町村において既に指定を受けている事業者であるため、本市地域包括ケア推進

協議会への意見聴取は行わないものとする。 

  

４．他市町村が本市指定の地域密着型サービス事業所を指定する場合の同意要件 

　　（他市町村の被保険者が本市の地域密着型サービスを利用したいとき） 

　（１）指定の同意を行う事業 

　　ア．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

　　イ．夜間対応型訪問介護 

　　ウ．地域密着型通所介護 

　　エ．（介護予防）認知症対応型通所介護 

　　オ．（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

　　カ．看護小規模多機能型居宅介護 

　（２）同意の手続き 

本市の事業所を他市町村被保険者が利用する場合は、事業者は、当該他市町村と協議

を行い、利用者届を提出する。 

　（３）同意の要件 

　　同意については、本市と他市町村が合意できている場合であって、かつ、「２．同意指

定の判断基準」に該当している場合に行う。 

　（４）同意書の交付 

同意することを決定したときは、本市より同意書（様式３）を他市町村に送付する。 

 

この指針は、平成 28 年４月１日から適用する。 

この指針は、令和４年４月１日から適用する。 

この指針は、令和５年４月１日から適用する。 

この指針は、令和７年４月１日から適用する。 

この指針は、令和８年１月１日から適用する。


